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規規 則則

宮 崎 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 十 月 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 五 十 八 号

宮 崎 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 年 宮 崎 県 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 十 五 条 第 一 号 及 び 第 三 号 中 「 県 税 に 係 る 」 を 「 県 税 及 び 地 方 法

人 特 別 税 に 係 る 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 及 び 第 六 号 中 「 県 税 」 の 下 に

「 及 び 地 方 法 人 特 別 税 」 を 加 え 、 同 条 第 七 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定

中 「 県 税 に 係 る 」 を 「 県 税 及 び 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る 」 に 改 め る 。

第 八 十 九 条 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で 、 第 七 号 、 第 九 号 及 び 第 十 号 中

「 県 税 」 の 下 に 「 及 び 地 方 法 人 特 別 税 」 を 加 え る 。

第 九 十 一 条 の 表 管 理 課 の 項 並 び に 納 税 第 一 課 及 び 納 税 第 二 課 の 項

第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 六 号 中 「 県 税 」 の 下 に 「 及 び 地 方 法 人 特 別 税 」

を 加 え 、 同 表 課 税 第 一 課 及 び 課 税 第 二 課 の 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で

の 規 定 中 「 及 び 地 方 消 費 税 等 」 を 「 、 地 方 消 費 税 等 及 び 地 方 法 人 特

別 税 」 に 改 め 、 同 項 第 九 号 中 「 及 び 地 方 消 費 税 等 （ 産 業 廃 棄 物 税 を

除 く 。 ） 」 を 「 、 地 方 消 費 税 等 （ 産 業 廃 棄 物 税 を 除 く 。 ） 及 び 地 方

法 人 特 別 税 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 及 び 第 十 一 号 中 「 及 び 地 方 消 費 税

等 」 を 「 、 地 方 消 費 税 等 及 び 地 方 法 人 特 別 税 」 に 改 め 、 同 表 自 動 車

取 得 税 課 の 項 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 県 税 」 の 下 に 「 及 び 地 方 法 人 特

別 税 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

証 明 手 数 料 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 十 月 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 五 十 九 号

証 明 手 数 料 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

証 明 手 数 料 徴 収 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 宮 崎 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 六 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 十 月 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 六 十 号

宮 崎 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 財 務 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 五 号 中 「 並 び に 収 入 証 紙 」 を 「 、 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る

徴 収 金 の 受 入 れ 並 び に 収 入 証 紙 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 の 二 中 「 並 び

に 収 入 証 紙 の 出 納 及 び 保 管 並 び に 始 動 票 札 」 を 「 、 地 方 法 人 特 別 税

に 係 る 徴 収 金 の 受 入 れ 、 収 入 証 紙 の 出 納 及 び 保 管 、 始 動 票 札 」 に 改

め る 。
第 百 四 十 一 条 第 一 項 第 二 号 に 、 次 の よ う に 加 え る 。

オ 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る 徴 収 金

別 表 第 三 県 税 ・ 総 務 事 務 所 の 出 納 員 の 項 中 「 収 納 」 の 下 に 「 並 び

に 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る 徴 収 金 の 受 入 れ 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。六 県 税 等 に 関

す る 証 明

１ 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十

五 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 ） 第

一 件 に つ き

（ 一 件 の 計

四 百 円

六 条 の 二 十 一 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 事 項 の 証 明 。 た だ し 、 道

路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年

法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 九 十 七

条 の 二 第 一 項 及 び 鉱 業 法 施 行

規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 通 商 産 業

省 令 第 二 号 ） 第 四 条 の 二 （ 同

規 則 第 二 十 条 第 四 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） に 規 定 す る 滞 納 が な い

こ と の 証 明 を 除 く 。

２ そ の 他 県 税 に 関 す る 事 項 の

証 明 。 た だ し 、 鉱 業 法 施 行 規

則 第 四 条 の 二 に 規 定 す る 滞 納

し て い る こ と が 天 災 そ の 他 や

む を 得 な い 事 由 に よ る も の で

あ る こ と の 証 明 を 除 く 。

算 の 基 準 は

別 に 定 め る ）

同 四 百 円
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宮 崎 県 告 示 第 七 百 二 十 六 号

県 の 指 定 金 融 機 関 等 の 名 称 、 取 扱 店 舗 及 び 取 扱 事 務 の 範 囲 を 定 め

る 告 示 （ 平 成 十 六 年 宮 崎 県 告 示 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
平 成 二 十 年 十 月 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

収 納 代 理 金 融 機 関 の 表 商 工 組 合 中 央 金 庫 の 項 中 「 商 工 組 合 中 央 金

庫 」 を 「 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 」 に 改 め 、 同 表 株 式 会 社 ゆ う ち

ょ 銀 行 の 項 中 「 県 税 及 び 」 の 下 に 「 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る 徴 収 金 並

び に 」 を 加 え る 。

宮 崎 県 告 示 第 七 百 二 十 七 号

証 明 手 数 料 徴 収 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 宮 崎 県 規 則 第 二 十 六 号 ） 別 表

六 県 税 等 に 関 す る 証 明 の 項 単 位 の 欄 の 別 に 定 め る 一 件 の 計 算 の 基 準

は 、 次 の と お り と す る 。

な お 、 証 明 事 務 手 数 料 徴 収 規 則 別 表 六 県 税 に 関 す る 証 明 の 項 単 位

の 欄 の 別 に 定 め る 一 件 の 計 算 の 基 準 （ 昭 和 五 十 年 宮 崎 県 告 示 第 千 四

百 二 十 一 号 ） は 、 廃 止 す る 。

平 成 二 十 年 十 月 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

一 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 。 以 下 「 政

令 」 と い う 。 ） 第 六 条 の 二 十 一 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る

事 項 （ 未 納 の 額 の な い こ と を 除 く 。 ） の 証 明 は 、 税 目 （ 法 人 の 事

業 税 及 び 地 方 法 人 特 別 税 は 同 一 の 税 目 と す る 。 ） 、 会 計 年 度 （ 法

人 等 の 県 民 税 、 法 人 の 事 業 税 及 び 地 方 法 人 特 別 税 に あ っ て は 各 事

業 年 度 と し 、 個 人 の 事 業 税 に あ っ て は そ の 所 得 の 生 じ た 年 と す る 。

） 又 は 課 税 客 体 （ 不 動 産 取 得 税 、 自 動 車 税 及 び 鉱 区 税 に 限 る 。 ）

が 異 な る ご と に 一 件 と す る 。

二 政 令 第 六 条 の 二 十 一 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 未 納 の 額

の な い こ と の 証 明 は 、 当 該 事 実 を 一 件 と す る 。

三 政 令 第 六 条 の 二 十 一 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項 の 証 明 は 、 地 方

税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 十 六 条 の 四 第 二 項 の

規 定 に よ り 通 知 し た 金 額 ご と に 一 件 と す る 。

四 政 令 第 六 条 の 二 十 一 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 事 項 の 証 明 は 、 当 該

事 実 を 一 件 と す る 。

五 そ の 他 県 税 に 関 す る 事 項 の 証 明 は 、 前 各 号 に 準 じ て 計 算 し た 件

数 と す る 。
告告 示示
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